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2C13 企業会計基準の 変更と R&D 
一 扇ぎ ぎ 企業の傾向余類一 

0 吉澤健太郎，小林信一 ( 文科 省 ・科学技術政策研 ) 

1 . はじめに 

最近では研究開発優遇税制の 議論が盛んであ るが、 過去の制度変更に よ る効果が期待通りであ ったか 

ほ ついての議論はあ まりされていない。 その時々の社会情勢のため 制度変更と無関係な 影響もあ り、 制 

度変更のみの 影響の把握を 一層困難にさせている。 

平成 10 年以来、 会計基準の国際化に 伴い、 企業会計基準の 改定が行われている。 この一環として 研究 

開発およびソフトウェアに 関する会計基準が 設定され、 平成 12 年 3 月期決算から 適用されてきた。 この 設 

定 による、 企業の研究開発会計への 表面上の影響については 昨年の年次大会 ( 参考文献 9) で報告した。 

研究開発費の 定義変更による 影響は殆どなく、 繰延資産の償却に 起因した影響が 大半を占め、 その額も 

研究開発費全体から 比べれば僅かであ る。 その僅かな影響について 把握することが、 研究開発に対する 

企業の考え方を っ かむ上で重要であ ると考え、 今回は企業財務データバンクの 有価証券報告書データを 

使用し、 研究開発関連の 繰延資産を計上した 企業についての 詳細な検討を 行った。 また、 科学技術研究 

調査への影響などについてもインタビュ 一調査を踏まえ 言及する。 

2. 会計基準の変更概要 

(1) 研究及び開発の 定義と範囲の 明確化 

従来は、 企業会計上の 研究開発費の 定義が明確でなく、 繰延資産計上科目としての 試験研究費お 

よび開発費が 企業会計原則や 商法、 税法に規定されているくらいであ った。 それに対し今回の 設定 

では、 研究開発費に 関し企業間の 比較可能性を 担保するため、 企業の実務慣行上の 認識範囲等を 考 

慮して次の様に 決められた。 

「研究とは、 新しい知識の 発見を目的とした 計画的な 訂 査及び探究をい う 。 開発とは、 新しい製品・サービス・ 
生産方法 ( 以下、 「製品等」という。 ) についての計画若しくは 設計 スは 既存の製品等を 著しく改良するための 計 
画若しくは設計として、 研究の成果その 他の知識を具体化することをい う 。 」 W 研究開発 * 等に係わる会計基準 ) 

この定義は、 一定の契約のもとに、 他の企業に行わせる 研究開発については 適用されるが、 他の 

企業のために 行 う 研究開発については 適用されない。 また、 従来の範囲には 企業の研究活動を 超え 

た 部分、 つまり企業会計上、 開発費の一部にあ って研究開発費に 含まれない新技術の 採用のための 

支出の一部、 新経営組織の 採用、 資源の開発、 市場の開拓等に 支出した費用、 生産能率の向上また 

は 生産計画の変更により 設備の大規模な 配置替を行った 場合等の費用は 新基準では研究開発費に 含 

まれない。 

(2) 研究開発費の 発生時費用処理 

従来、 研究開発費の 繰延資産への 計上は任意であ ったが、 新基準では研究開発費を 構成する原価 

要素が示され、 研究開発費をすべて 発生時に費用として 処理しなければならなくなった。 費用処理 

方法は、 一般管理費として 処理する方法と 当期製造費用として 処理する方法があ る。 なお、 ソフト 

ウェア制作費のうち、 研究開発に該当する 部分も研究開発費として 費用処理する。 

研究開発費に 含まれない新技術の 採用のための 支出の一部、 新経営組織の 採用、 資源の開発、 市 
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場の開拓等に 支出した費用、 生産能率の向上または 生産計画の変更により 設備の大規模な 配置替を 

行った場合等の 費用は、 従前の繰延資産の 会計処理が適用される。 

(3) ソフトウエア 制作費 

制作目的に応じ、 研究開発費に 該当しないソフトウェア 制作費に係わる 会計処理が明示された。 

研究開発目的のソフトウェアの 制作費は研究開発費として 処理されることとなるが、 研究開発目的 

以外のソフトウェアの 制作費 は ついても、 制作に要した 費用のうち研究開発に 該当する部分は 研究 

開発費として 処理する。 

(4) 財務諸表の注記 ( ディスクロージャ㍉ 

従来、 製造原価に含まれる 研究開発費は 開示されていなかったが、 新たに「一般管理費及び 当期 

製造費用に含まれる 研究開発費の 総額」を、 財務諸表に注記しなければならなくなった。 また、 ソ 

フトウェアに 係る研究開発費は、 研究開発費の 総額に含め注記することとなった。 

(5) 会計基準の変更時期 

平成 n1 年 4 月 1 日以降に始まる 事業年度から 適用され、 多くの企業が 平成 12 年 3 月期決算から 反映し 

はじめ、 平成 13 年 2 月期決算までに 全ての証券取引法適用企業が 出揃うことになる。 しかし、 今まで 

計上された繰延資産の 償却は、 従来の償却方法によっても 行われているので、 厳密に言うと 平成 16 

年 2 月決算までが 移行期間として 影響がでると 考えられる。 

3. 研究開発の定義と 範囲の明確化 ]0 
桶延 資産の研究開発文化 (%) 

2.0 
以下詳細な分析結果を 試みた。 なお、 検討（   

「研究開発史の 俺 額 」 き   
に 使用したデータは、 企業財務データバンク 五 8 

( 日本政策投資銀行・ ( 財 ) 日本経済研究所 )                   

年 4 月～平成 13 年 3 月期決算 ( 平成 8 年度～平成 1 
                  Ⅰ・ 5 

Ⅰ． 0 

2 年度 ) 分であ る。 4  研究Ⅱ先史 ( 「型 造 原価Ⅱ 販管弗 」の合計 ) 

(1)  「研究開発費の 総額 ト般 管理費と当期 
O.5 

製造 夫 用を含めた ) の新記述」の 分析   

財務諸表から 判る研究開発費を 図 1 に 0 
0 ． 0 

示す。 「研究開発費の 総額」の記述は 平 H8 H9 H10 H11  Hl2  年度 

成 11 年度からデータに 反映されている 
図 1 . 繰延資産額の 研究開発費 比 推移 

が 、 会計上の研究開発費 ( 「製造原価」 

と「叛骨 費 」の合計 ) とギャップがあ る。 

このことは、 従来の会計データでは 研究 

開発の実態を 把握することが 困難であ る 表 1 . 各費用の計上企業数の 推移 
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ことを示している。 非開示部分であ った 

研究開発費の 製造原価 分 データが反映さ 

れていない可能性と、 未だ開示していな 

い企業があ るものと推測 t れる。 このこ 

とほ、 表 1 に示した各費用に 計上されて 

い る企業数の推移から、 製造原価や販 管 

費 に計上されている 企業数を合計したも 



のよりも、 「研究開発費の 総額」の記述を 行った企業数の 方が多い点からも 理解できる。 

(2)  「試験研究費から 研究開発費へ 名称変更 ( 多くの企業で 名称のみの交引」の 検討 

表 1 からは、 平成 9 年度以双のデータ 

に 、 「製造原価」や「 販管費 」に研究開 製造原価一転校研究 頁 
製造原価 一 研究開発 サ 

発 費 と示す企業は 無いことになっている （ 里 8 販 昔文一試験研究 俺 

」「 販 管材」の合計 ) 

ご キ裏 皆升琴 ㌍ i 衰韮は よ % 要覧 蕃昇 白蓋 6 
究 開発費と試験研究費の 分類がされてお 4 

らず、 このデータからの 名称変更に よ る 

影響企業の推移を 把握する事は 困難であ 
  

る 。 しかし、 このデータは、 研究開発会 0 

計 基準の対応を 確認した企業を 示してる H8 H9 H10 H11 H12 

のではないかと 考えてみる。 各費用 頼め 年度 

推移を図 2 に示す。 平成 ¥2 年度の「研究 
図 2. 各費用の計上額の 推移 

開発費」の占める 割合は企業数では 62% に対し額で 73% となっており 着実に実行されていると 考え 

られる。 

⑥会計から研究開発を 把握する事の 難しさが指摘されていたが、 研究開発の会計基準の 設定によって 企 

業間の比較可能性が 徐々に改善されてきていることが 判った。 

4. 研究開発関連繰延資産による 影 吾の検討 

昨年のインタビュ 一調査から判明していた 点は、 研究開発の会計基準による 影響の多くが、 繰延資産 

の償却に起因するものであ り、 その額は研究開発費全体と 比べ僅かであ る事であ った。 図 1 の繰延資産 

の 研究開発費に 対する比率は、 平成 8 年度で約 1.9% 程度で、 平成 12 年度では 0 ・ 4% 。 にまで低下している。 

この減少結果は 、 新たな会計基準に 適合させるべく、 繰延資産の償却を 進めた結果も 含まれている。 っ 

まり、 企業の研究開発に 対する考え方の 違いの変化が 表れた部分でもあ ると考えられる。 なお、 研究開 

発 関連の繰延資産とは、 繰延資産のうち「開発費」と「試験研究費」を 総称した。 

(1)  「繰延資産 一 開発費」， 「繰延資産 一 試験研究費」貸借対照表計上企業の 分類 

研究開発の会計基準による 影響は、 研 60 
  芯 試験研究 穏 100 究 関連繰延資産の 有無で違いが 発生す 埋 Ⅰ 

千 開発費、 試験研究費の 両方 緊 
る 。 そこで、 研究開発の繰延資産額の 推 士 

移と 計上企業数の 推移を示したものが 図 窩 0 
  

Ⅱ 
ⅠⅠ。 ・・ f 

3 であ る。 「試験研究費」の 繰延資産額 50 

と 計上企業数は 急速に減少している。 
20 

「開発費」のそれらも 減少してはいるが 25 

鈍く、 研究開発費に 含まれない部分にお 

いて、 会計基準変更後も「繰延資産一閑 0   

H8 H9 H Ⅰ I0 Hll  H]2  年度 
党費」 として計上可能であ ることが一つ 

の 要因として考えられる。 図 3. 繰延資産額と 計上企業数の 推移 
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(2) 繰延資産 ( 開発 英 、 試 抜 研究費 ) の償却処理方法 ( 従来償却、 一括償却 ) の分類 

繰延資産を償却すれば、 損益計算書上に 償却 費 として計上される。 研究開発関連繰延資産も 同様 

に 計上され、 次の 4 つが 償却費目となる。 ①営業覚費用の 償却 費 、 ②特別損失の 償却 費 、 ③一般管 

理費 ( 試験研究費、 研究開発費 ) 、 ④製造原価 ( 試験研究費、 研究開発費 ) であ る。 貸借対照表から 償却 

額 が判っても、 どの費目で処理されているかは、 額が一致して 明らかな場合を 除き、 他の費用と合 

算されてしまうので、 損益計算書で 把握する事が 難しい。 今回の会計基準の 変更では、 一括償却し 

た 企業では① か ②の処理が、 従来の償却方法であ れば③と④の 組み合わせで 処理されていると 推測 

される。 ところが、 現実にデータを 比較すると償却すべき 繰延資産額の 方が償却 費 よりも大きい 場 

合も多く、 有価証券報告書の 補足 欄や インタビュ一調査で 補足しなければならない 企業、 ⑤不明も 

あ る。 また、 償却の時期による 分類を含めると 多種に及ぶ。 図 省略。 

⑥繰延資産を 計上している 企業を調査した 限りでは、 関西や九州に 本店を構えている 企業の割合が 多い 

と感じた。 この点に関しては、 更に具体的なデータ 整理が必要であ るが、 会計にも方言的慣習差が 僅 

かに存在するのではないかと 考えている。 

5, インタビュー 胡 査からの知見 

(1) イ ンタビュ一調査から 判った事は、 研究開発会計基準の 変更による研究開発行動の 変化は特にな 

かったという 点であ る。 

(2) 科学技術研究調査の 回答は 、 多くの企業で 会計データに 基づき作成されているので、 研究開発会 

計の変化により 影響が当然表れると 考えていた。 ところが、 科学技術研究調査の 回答に特別の 配 

慮をしている 企業も多く、 会計基準の変更による 影響は少ないと 考えられる。 ただし、 研究開発 

会計と科学技術研究調査の 間で研究開発の 定義や捉え方に 違いがあ ることが充分に 理解されてい 

ないことや、 繰延資産一括償却時の 研究開発費の 変動についての 配慮の程度は 未知であ る。 

(3)  「研究開発の 会計基準の変更」だけでなく 「退職給付に 係わる会計基準の 変更」によっても、 研 

究開発費への 増加影響が顕れていた。 研究開発費の 各年の変化について 単純に増減を 論じるので 

はなく、 他 制度変更の影響も 含まれた結果であ ることを強く 認識することが 重要であ る。 

(4) 科学技術研究調査も 平成 14 年度実施分から 一部項目も変更され、 更に会計基準変更後のデータに 

統一されるので、 単純に従来のデータと 比較を行 う ことはできない。 研究開発費の 本質を把握す 

ることが求められている。 
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